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令和２年５月臨時教育委員会会議録 

 日   時  令和２年５月２５日（月） 午後４時～午後４時５６分 

 場   所  秦野市役所教育庁舎３階大会議室 

 出席委員 
教育長 内田 賢司  教育長職務代理者 飯田 文宏 

委 員 髙槗 照江  委 員 片山 惠一  委 員 牛田 洋史 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 佐藤 直樹 

文化スポーツ部長 佐藤 正男 

教育総務課長 守屋 紀子 

学校教育課長 久保田 貴 

中学校給食担当課長 上條 秀香 

教 職 員 課 長 古木  学 

教育指導課長兼  

教育研究所長 近藤 順子 

生涯学習課長 五味田直史 

図 書 館 長 田中 和也 

教育総務課課長代理 吉田 浩成 

 

 傍聴者  なし 

 会議次第 

   ５ 月 臨 時 教 育 委 員 会 会 議 

 

日 時 令和２年５月２５日（月）   

午後４時            

場 所 秦野市役所教育庁舎３階大会議室 

  

次     第 

 

１ 開  会 

２ 教育長報告及び提案 
(1) 臨時代理の報告について 

ア 報告第１４号 秦野市教育委員会事務局職員の任免について 

(2) 新型コロナウイルス感染症に伴う対応について 

３ その他 

(1) 要望書について 

４ 閉 会 

 会議資料  別紙のとおり 

 

内田教育長 お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

ただいまから５月の臨時教育委員会会議を開催いたします。お

手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 
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まず、次第２の教育長報告及び提案について、お願いをします。 

教育総務課長 臨時代理の報告につきまして、資料No.1に基づきまして御説明

をいたします。資料を１枚おめくりください。 

理由欄を御覧ください。秦野市教育委員会事務局職員課長代理

級以上の任免につきまして、市長部局の人事異動日程と整合を図

るため、臨時代理を行いましたので御報告をするものです。 

詳細につきましては、もう１ページをおめくりください。記載

の３名の方の異動がございました。 

説明は以上となります。 

 文化スポーツ 

部長 

今回、議題という形ではないんですが、市長部局の方の人事異

動がございまして、教育委員会の補助執行者である文化スポーツ

部の方も異動がございましたので、口頭で私から申し上げます。 

ここにいる生涯学習課長の五味田課長が、この６月１日をもっ

て政策部参事に昇格しまして、行政経営課の方に異動になりまし

た。それから、図書館の田中館長が５月３１日をもって退職とい

う形になりましたので、また今日、終わった後、一言御挨拶を申

し上げたいという形ですので、よろしくお願いします。それから、

新たに、五味田課長の後任は環境産業部の方で、今、参事で観光

振興課長をやっている磯崎篤が後任という形になります。それか

ら、田中館長の後任という形ですが、福祉部の障害福祉課長をし

ている山本英範というものが、新たに転任をします。 

また次回の教育委員会議からは、このメンバーがこちらに出席

をしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 

内田教育長  説明が終わりました。資料にありますように課長代理級以上と

いうことで、学校教育課の課長代理の横溝善教が危機管理担当課

長兼課長代理ということで地域安全担当、地域安全課の方に異動

します。それから、学校教育課長の久保田貴が教育部の参事とい

うことで昇格になるんですね。それから、学校教育課の主査とい

うことで、原史紀が課長代理、学務担当ということで、これも昇

格ということになります。それから今、文化スポーツ部長から話

がありましたように、図書館長が定年退職ということで、山本英

範が後任に来る、それから、生涯学習課長が参事、行政経営課長

に転出をして、その後任に観光から磯崎というものが来ると、そ

ういうことです。よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、次に（２）の新型コロナウイルス感染症に伴う対応

について、説明をお願いします。 

教育部長 資料２を御覧ください。このことにつきましては、前回の教育
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委員会会議の中でも各委員の皆さまから御意見をいただきまし

た。その後、市のＰＴＡ連絡協議会の会長の中園様を始め、コミ

ュニティ・スクール学校運営協議会の会長、また、生徒会の会長

さん、それから、昨年、文部科学省から派遣されました業務改善

アドバイザーの妹尾先生、こういった方に御意見いただきまして、

当然、校長会とも何度か意見調整させていただいた中で出てきた

ものでございます。詳しい説明は、所管課の方からさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 教育指導課長 私からは、小中学校の再開に向けての流れと再開後の当初の予

定について、御説明をさせていただきます。 

再開の予定は６月１日となっております。再開後ですが、２週

間程度を目安に分散型、教室にいる子どもの人数を半分にすると

か、学年の中で校舎の中にいる児童生徒数を半分にするといった、

３密を防ぐための最大限の工夫をしたうえで、子どもたちの安全

を確保して、学校を再開していきたいと考えております。 

その中で、小学校につきましては、先日も御紹介させていただ

きましたが、子どもたちが安全に登下校できるように、登校班の

機能を上手く使いながら、地域別に登校をする日を設定するよう

な形で、現在、準備を進めております。小学校中学校共に、今週、

再開に向けた準備のための日をそれぞれの学校で設定している状

況にございます。６月に入りまして２週目まで、そういった形で

進めて、３週目からは小学校の給食の再開を現在検討しておりま

す。併せて、中学校もその辺りからお弁当を再開し、状況に応じ

て午後までの日課という形で進んでいきたいと考えています。 

その後ですが、授業日数の確保に向けて、先日の教育委員会会

議でも御意見を頂戴いたしましたが、１学期の終業式は７月３１

日といたします。夏季休業につきましては、８月１日から、８月

３１日が２学期の始業式と考えています。また、冬季休業は１２

月２８日から１月５日に短縮をしたいと考えています。 

なお、受水槽等の緊急工事のため一部の学校で、１学期の終業

式を変更する場合がございます。水に関わることですので、子ど

もたちの安全安心に非常に大きな問題と思いますので、こちらの

方についても行うということを判断し、そのような対応を考えて

います。この他、そこに書かせていただきましたが、児童生徒の

学習の保障のために、モジュール方式の導入やＩＣＴを活用した

個別最適化の学習の推進、学校行事の精選を含めて、各校の実態

に応じて、授業の時間を確保いたします。 

私からは以上です。 
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 教育総務課長 私からは、幼稚園の状況について御説明をいたします。 

幼稚園につきましても再開日を６月１日としまして、延期とな

っておりました入園式につきましては規模を縮小し、保護者の出

席１名とした中で６月２日の実施を予定しております。再開に当

たり、６月の第２週までは、分散登園ということを予定しており

まして、現時点では月水金が年長組の登園日、火木を年少組の登

園日として、午前保育という形で実施していきたいと思っており

ます。第３週目、６月１５日から両学年とも登園日を毎日とし、

牛乳の給食を開始したいと思っております。そして第４週目、６

月２２日の週から年長組につきましては、月水金だけお弁当を始

めまして、降園時間を通常よりは早めて１時半とし、６月の第５

週目、６月２９日の週から年長年少共に、降園時間を２時とし、

週の何日か、お弁当を実施していくという形を考えております。 

以上となります。 

文化スポーツ 

部長 

私の方から、生涯学習施設という前に、市全体の公共施設のイ

ベントの考え方について、急遽、横長の両面の資料をお配りしま

したので、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。 

実は私は今、公共施設のイベントの対策部会の部会長をやって

おりまして、市全体のこういう公共施設のあり方についてを部会

の中で検討するという形になってます。 

御承知のとおり、首都圏、神奈川県も含めた一都三県と北海道

の緊急事態宣言の解除については、今日の午前中に政府の諮問委

員会が開かれて、多分今晩には正式に今日をもって解除という形

になるというふうに情報を得ております。 

これまで本市は御承知のとおり、緊急事態宣言におきまして、

外出自粛等の徹底を図るために、現在、公共施設を原則５月３１

日まで休館、または利用制限をしまして、市の主催するイベント

等の自粛は６月３０日までというふうにしております。ただ、先

程お話ししたとおり、緊急事態宣言の解除という形の中で、今日、

実は午後から部会を開きまして、段階的な緩和という部分でステ

ップ０からステップ３までの内容を吟味しまして、明日また対策

本部会議を開きますので、そこで意思決定をする形です。ステッ

プ１については宣言解除後、先程言ったとおり、施設の利用につ

いては５月いっぱい休館という中ですが、施設等については６月

１日から緩和していきたいと、いろいろ準備等もございますので。

ただ、中には、公園とか観光地の駐車場については、制限が解除

した時点、準備のことを考えれば、２７日ぐらいから解放してい

こうという考え方でおります。緩和対象施設もいろいろ書いてい
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ますが、基本的には、何でも今までとおりの利用という形じゃな

くて、人数とか使用する用途とか、それから開館時間等も含めて、

利用制限を前提に緩和をするという形ですが、それは各施設ごと

の考え方でいろいろ変わってくると思います。その中でステップ

１は、ここに書いてある遊戯施設が対象になってくという形です。 

次の段階はステップ２という形で、だいたい６月１９日を目途 

にプレイルームとかカラオケとかそういうものが今、だいぶ問題

になっておりますので、そういう部分の施設を除いて全て解除し

ていこうという考え方です。ちょっと施設の関係は、裏面はステ

ップ３という形で最終的には全ての施設を通常開館という部分な

んですが、ここは具体的にいつの時期という形ではなくて、地域

の陽性患者等の感染状況を踏まえた中で考えてくという形です

が、最終的には屋内のスポーツ施設等、そういう部分とか温水プ

ールもこの中に入ると思いますが、そういうものは対応してくと。 

あと、学校開放施設については、今、学校の方の状況が非常時

だという形で、今後、通常に戻るまでは当面の間、休止という形

で、また教育委員会、教育指導課等と話し合ってくという方向に

なってます。あと、イベントの開催については、先程言ったとお

り、今、大中小とかそういう規模でイベントについてどうすると

いう形じゃなくて、市の主催は６月３０日まで、今、自粛という

形ですが、ここで少し緩和してこうという形で、基本的には６月

１日以降、小規模イベントは開催という形で考えてます。目安と

しては、今日、政府の対処方針案がちょうど読売新聞等にも載っ

てましたが、そこの数字を参考に一応これを目安にしています。

ステップ２については、中規模という形で、１０００人という形

を基本にしていきます。そういう中で、これから公共施設等の段

階的緩和を行われるっていうような考え方を、この場で御報告さ

せていただきます。 

ちょうど、図書館と公民館の考え方は、もしよろしければ、そ

れぞれの課長に簡単に、今の段階を利用制限等も含めて説明させ

ます。よろしいでしょうか。 

生涯学習課長 それでは、生涯学習課の方で所管しております公民館、桜土手

古墳展示館がございますけれども、この２つについて現段階でお

話しできるところを御説明させていただきます。 

まず先に、桜土手古墳展示館につきましては、６月１日からオ

ープンという予定でございます。ただ、中のスペースも限られて

おりますので、多くの来客、来館者が来られた時には、入場制限

をかけさせていただくこともあり得るというようなことで考えて



 6 

おります。 

それから、公民館につきましても、基本的には６月１日から開

館を予定しております。ただ、会議、それからサークル活動、運

動を伴うものですとか調理室を使うようなものもございます。そ

ういったものにつきましては、他の課で所管している、例えば広

畑ふれあいプラザですとか、ほうらい会館ですとか、保健福祉セ

ンター等の施設の方の所管課と同じようなサークル団体、もしく

は他の団体が利用するということがございますので、施設によっ

て考え方が違わないように、これから細かい部分については調整

をさせていただければというふうに思っております。 

私からは以上です。 

 図書館長  それでは、図書館なんですけれども、５月３１日まで現在のと

ころ休館ということになっておるわけなんですけれども、既に５

月２３日、先週の土曜日から予約していただいた図書の貸し出し、

それから貸し出している資料の返却、これの受付を図書館玄関先、

公民館図書室、４駅の連絡所において同時に開始をしております。 

今月は、そういう形での対応ということで、その後ということ

になりますと、ステップの１に入ってくということで、図書館と

しては具体的に申し上げますと、今、考えてる案ですね。利用者

が長時間滞在や接近等、３密のリスクをできるだけ回避するとい

う部分を念頭に、図書館１階の閲覧室を解放しまして、資料の選

択、貸し出しのみを行うと、滞在しての読書は、ちょっとまだや

めていただこうというようなことを考えております。従いまして、

１階以外の２階の調査研究室、視聴覚室等、あるいは休憩スペー

スもございますが、これらもまだ利用は不可という形になります。

それと同時に、浮世絵ギャラリーも２階にございますので、これ

につきまして動線を確保しまして、先程の３密をできるだけ回避

する対策を取りながら、６月２日、図書館の一部開館に合わせて

開設をしていこうというふうに考えております。 

その後、ステップ２では、２階での調査研究室等の利用を、あ

る程度、利用人数等を制限しながら実施という方法を探していき

たいというふうなことで考えております。最終的に通常開館を目

指しまして、段階的に進めていきたいというふうに思います。 

以上です。 

内田教育長 それぞれ説明がありました。御意見、御質問等があれば、お願

いしたいと思います。 

飯田委員  本当に大変な中、皆さん御苦労されてると思いますけど、段階

的に分散登校、そしてまた１５日から給食再開ということも考え
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られてるということなんですけど、部活動に関して、いつ頃から

再開とかそういう考えが、もしおありでしたらお聞かせお願いし

ます。 

 教育指導課長 部活動につきましても、段階的な再開を考えております。１つ

の目安といたしましては、全員が登校して、中学校に皆が分散で

はなく全員が登校して昼食を食べる生活が安定した段階から、学

校の中での練習を平日回数を限定して実施をしていくことを考え

ております。土曜日、日曜日につきましても、市のガイドライン

もそうなんですが、どちらか必ずお休みを取るようにという形で

の再開をしていきたいと考えております。従いまして、再開の目

安としては３週目以降となります。 

内田教育長 よろしいですか。他にいかがでしょう。 

片山委員 時差登校はどのように実施するのですか。 

 教育指導課長 中学校の場合に考えている学校が現状ございますが、午前中に

クラスの半分を呼んで、午後残り半分を呼ぶといったような時差

登校を考えてる学校がございます。そういった形での時差登校が、

現在計画されております。 

片山委員 ありがとうございます。 

内田教育長 他にはどうでしょうか。 

牛田委員 いよいよ学校再開に向けての今後の予定を調整されて、こうい

った形で整理されたということは、本当に事務局の皆さんには大

変な御苦労があったんじゃないかなというふうに思います。既に

関係する方々、学校を含めて調整済みということなので、もちろ

ん、スムーズにこのスケジュールで学校教育活動が進められてい

るんじゃないかなと思っています。そうした中で、いくつかお尋

ねをしたいんですけども、１つが保護者の方は、とりあえずひと

まず安心できると思うんですね。次に情報を求められてるのは、

学校行事の取扱いがどうなるのか。既に中学校は修学旅行に、こ

れから入ってきます。何らかの形で既に、保護者の方々に通知が

なされていると思いますが、今後どういうふうな取扱い方をして

いくのかとか、あるいは秋口に予定をされているとこでは運動会

だとか、そういった様々な学校行事の取扱い方、それもこれから

少しずつ整理をしながら保護者の方々にお伝えをしていくところ

だと思いますが、これもなかなか難しいですね。感染予防をしな

がら、なおかつ子どもたちのそういった行事に向けての活動意欲

を大事にしながらというところ、現場の先生方と子どもたちと声

を聞きながら、より良い方向性を生み出していってほしいなとい

うふうに思います。 
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それから、学校再開に向けて、喜んでる子どもたちが大半だと

思いますが、反面やっぱり、また学校が始まっちゃうのかってい

う、登校渋りの子どもたち、既に学年末から不登校になってしま

ってる子どももいたかもしれません。そういった子どもたちへの

メンタル的なケアも、十分学校の方でもされていることと思いま

すが、先生方もやることがたくさんあって、神経使うところがた

くさんあって、本当にそういった細かい心配りというか、ちょっ

と本当に心していかないと十分なケアができなくなる恐れがあり

ますので、その辺りをしっかりと対応していただきたいなという

ふうに思っています。 

３つ目は、これはお尋ねなんですが、一部報道機関によると、

これから多分、教育委員会の方でも示されてくると思いますが、

例えば子どもたち、あるいは教職員が罹患してしまった場合、そ

ういう場合の学校の教育活動をその後どうするのかということだ

とか、これも一部報道なんですが、子どもが感染を恐れて、体調

が悪い子どもが学校を休んだ場合は欠席扱いにしないというよう

な、一部報道を新聞で拝見したんですが、その辺りの取扱い方も、

これから決められていくと思うんですが、いずれにしても保護者

の方々に教育活動の再開とともに、新型コロナ感染拡大に向けた

取組の方法を併せて、保護者の方々にもお伝えをしていただきた

いなと、こんなふうに思いました。 

私からは以上です。 

教育指導課長 ありがとうございます。 

１点目の学校行事につきましては、中学校の修学旅行は現状１

番早い学校が９月末と１０月、あと２月３月に既に延期を各学校

で決めておりますので、そちらの方でなるべく実施できるような

方向で進めたいということで、学校ごとで取り組んでいただいて

おります。ただ、９月末、１０月の初旬につきましては、県内の

他市町でも実施が難しいのではないかといったような話題も出て

いるようですので、改めて修学旅行実施の方向を含めて、時期も

検討していくことになるかと思います。中学校につきましては、

９月に予定しております運動会と、１０月に予定しております合

唱につきましては、練習の段階の３密を防ぐことが難しいことや、

合唱の場合、大きな声を出しますので皆が纏まった形で、それを

やることはなかなか難しいのではないかといったような御判断

で、今年度は実施は難しいのではないかと、現段階ではお考えに

なっております。ただ、子どもたちにとって、先程、牛田委員の

お話の中にもございましたとおり、行事で育つ部分もすごく大き
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な部分でもございますし、保護者の方、市Ｐ連の会長さんの御意

見を伺いましても、行事は子どもたちのためにも実施してほしい

というような意見も頂戴しておりますので、中学校では替わるも

のとして、こういった事態だから何か新しい行事を企画させるよ

うな委員会なりプロジェクトなりを立ち上げて、子どもたちに、

この機会だからできることを考えてみようよといったような投げ

かけをして、かえってその方が、合唱をやるよと言ってきていて、

その時の感染状況でやっぱりだめだったということになるより

も、子どもたちにとっては良いのではないか、効果が高いのでは

ないかといったような御判断もあります。 

小学校につきましては、１０月の運動会につきましては、現在

検討中で短縮をする、会の持ち方、規模を縮小するとか、もちろ

ん御検討いただいておりますが、実施についても含めて現在検討

していらっしゃいます。修学旅行についても、現在の状況を踏ま

えて、実施について現在検討が始まった状況になっております。 

学校再開に向けて、子どもたちの不安感につきましては御指摘

のとおり、非常に特別な状況での学校の再開になりますので、丁

寧な対応をしていきたいと考えております。そして今回の感染症

について、文部科学省から出ている案内の中で３つの感染症が、

病気による感染症、それから不安による感染症、あとそこから来

る差別という３つの病気があるんだよといったような説明がなさ

れておりますが、まさにそのとおりだと思っております。まず、

その感染症に対する対策として安全を確保するということに加え

て、子どもたちや保護者の方が安心して、学校に子どもたちを送

り出していただけるように、国や県のガイドラインに基づきまし

て、市としてもガイドラインを纏めましたので、そちらを保護者

の方に丁寧に御説明いただくことが、まず重要かなというふうに

考えております。ですので、学校再開の初日には、このガイドラ

イン、どういったことをしながら、どういったことに注意しなが

ら学校を再開していくよといったガイドラインを使ってのガイダ

ンスから、学校を再開させていきたいと思っております。 

私からは以上です。 

 学校教育課長 私からは罹患した場合の対応ですけれども、それぞれ文科、県

からいろんなガイドライン等が示されております。まずは、予防

のところを徹底するというのが基本的な方針ではありますけれど

も、登校時に発熱等の症状が認められる場合は、速やかに他の子

どもたちとの接触を避けるような対応が望まれます。この点につ

きましては、それぞれ養護の先生方、または学校長の先生方と情
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報交換、情報共有しておりますので、指導課が今後示しますガイ

ドラインですとか、そういった中で標準的な対応のようなものを

お示ししたうえで、あとは現場の状況に応じて、秦野市に最適な

方法を示していきたいなと考えております。 

以上です。 

 教育部長 今、学校教育課長の方からお話しありましたとおり、基本的に

はガイドラインに基づいて対応するというようなことでございま

す。 

それと、この後、再開した後に１番懸念されるのは、さっき指

導課長の方から３つの感染ということでありましたが、やっぱり

不登校が増えるのではないかということと、学力の格差が広がる

んじゃないかということが、それぞれいただいた意見の中にござ

います。我々が今、急ピッチでやっているのはＳＯＳ悩み相談室

というのを、あえてここで再度開設をしようと。訪問型個別支援

事業のつばさの方に自殺対策の一環で昨年、電話を引かせていた

だきましたが、改めてリニューアルして専用の回線を設けようか

ということで、今、急ピッチで進めております。 

それから、ある学校の生徒会の会長さんから意見を聞く中では、

先程、指導課長がお話ししたようにクラス単位で何か思い出作り

できるような企画や時間を確保してもらえると、生徒にとっては

ありがたいというようなお話もございました。 

また、学校運営協議会の会長さんの方から、しっかり情報を出

してくれというようなことも御要望いただいております。そうい

った皆さんの意見を踏まえて、引き続き対応してまいりたいと思

います。 

以上です。 

牛田委員 ありがとうございました。 

内田教育長 他にどうですか。 

今、説明があったとおり、再開して徐々に普通に戻していくに

しても、授業で詰め込みだけでは、子どもたちも耐えられなくな

ってしまうんではないかということが懸念されるという。国の方

は、修学旅行ですとか体育祭、運動会というものを、どちらかと

いうと、そのまま行うというのは無理ではないかという。ですか

ら、形態を変更するとか、あるいは集まり方を変えるとか。特に

私が心配してるのは、小学校の修学旅行で例えば日光に行って、

同じ旅館の中に泊まって、多分、私たちのときと状況は変わらな

いんだろうと思うんですね。大きな部屋の中で布団敷いて寝るよ

うな。そういうものの解消ができるのかな、どうなんだろうなと
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いうことは懸念をしています。ですから、それは今、一生懸命検

討してくれて、やらないという結論ではなくて、どうしたらでき

るかという、そういう視点で今、検討をしていただいてます。た

だ、例えば電車で動くにしても、３密の解消はできるのかとか、

現地に行ってバラバラに食事したりすることが現実的にできるの

かなど、そういうことも踏まえたうえで、検討してもらっている

という状況です。 

それと、ここにちょっと授業時間の確保の関係で、１学期の終

業式が７月３１日、夏季休業が８月１日からだと、冬季が１２月

２８日から１月５日にという形で短縮なんですが、その際に受水

槽等緊急工事のために一部の学校で終業式を変更すると書いてあ

ります。これは受水槽を全部新しくする必要があり、そうします

と、水が全面的に出なくなってしまうので、夏休み中に、例えば

登校日を設けても水が使えないのでトイレも使えないという問題

も生じてしまう。それを解消するために、今のところ教育総務課

の方でトイレについては仮設のものを用意するということを考え

てくれており、なんとか７月の後半から８月の末までの間に工事

が終わるような仕組みを作ってくれてます。ですから、学校によ

って多少の変動が起きるということになります。基本は、ここに

書いてある形でいきますが、学校によっては休みが少し、７月の

末よりもちょっと早く始まる可能性があるということになりま

す。 

どうでしょうか。他に何かご意見があれば。 

文化スポーツ部長、ちょっと確認で、このイベント対策部会の

ステップ１で６月１日からということで、ここに緩和対象施設が

書いてありますよね。これは、６月１日からオープンになるとい

う前提で考えていいんですね。 

 文化スポーツ 

部長 

そうですね。対象施設はここなんですが、やはり利用制限とい

うのは当然出てきますので、それは施設によって部会の中でも、

これから短い間ですけれども、施設の緩和スタートまでにちょっ

と調整していこうと思います。一応、ここを対象にやっていこう

としています。 

内田教育長 これと学校の関係は、今日、教育委員会会議で皆さんに御意見

いただいたうえで、意思決定したものを、学校は今日、公表とい

うことでよかったですか。 

 教育部長 前回、片山委員からも御意見いただいたように、なるべく早く

というようなお話ありましたので、できればここで決定すれば今

日早速、関係方面に流して、保護者の方が１番懸念されているの
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は、この後どういうふうに展開するのかということですので、も

し認めていただければ、是非今日中に流させていただきたいと思

います。 

内田教育長 前回の対策会議で、こういう方向でいきますよということは既

に了解をいただいてます。ですから、今日の教育委員会議で最終

決定という形でよろしければ、今日中にマスコミ含めて議会も保

護者の皆さんにも連絡を入れるという形になります。そして、こ

のイベントの関係は、明日の対策会議が終わって最終的に纏まっ

たら出していくと、そういう形でいいですか。 

 文化スポーツ 

部長 

とにかく今週中に出さなきゃいけないので、ちょっと若干ずれ

ますけど。 

内田教育長 若干ずれるんですね。とういうことは、それぞれで動いちゃっ

ていいっていうことだよね。そんな形で動くということです。 

実際にこうやって学校が始まっても様々な課題が出てくると思

いますが、それはもう現場合わせでいくしかないなという気持ち

を持ってます。それともう１つ、これは懸念してもしょうがない

んですが、第２波、第３波なんて話がありますから、第２波でと

いうことになれば、また新たな対応をしなくちゃいけません。 

それから先程、牛田委員が言われたように、学校の子どもたち、

あるいは教員が感染してしまった場合ということで、神奈川県内

でも教員が感染した例があります。そういう例があって、それぞ

れの対応をしてますから、たまたま秦野市役所の職員は感染者が

出なかったんですが、他の自治体では職員の感染者が出たところ

は消毒をしたりなんかしています。それから、神奈川県が土木事

務所でしたか、感染が出て１回、２日間だか閉めて、全部消毒を

して、窓口の再開というところもありますから、そういうものを

踏まえたうえで、対応していくというふうになると思います。特

に薬剤師会の方からちょっと話を聞いたんですが、大規模なとこ

ろになりますと、消毒は業者じゃなきゃできないんじゃないのと

いう話もありましたので、場合によってはそういうことも踏まえ

て対応しなくちゃいけないなと。ただ拭いたりなんかする、部分

的にやるだけで済むものなのか、そうじゃないのかというのがあ

りますから、そういうことも十分に、今、事務局では様々な情報

を得たうえで、どうするかっていうことを考えてくれてはいます。 

どうでしょうか、他に。懸念材料だとか、たくさんあることは

あるんですけど。 

飯田委員 ちなみに近隣の市町村、平塚だとか、そういったとこの情報と

か、情報提供はされているんでしょうか。 
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教育指導課長 再開に向けてのスケジュールということでよろしいでしょう

か。 

飯田委員 はい。 

 教育指導課長 平塚も伊勢原も６月１日からの再開ということと、分散型で始

めていくというとこは同様なんですが、平塚につきましては分散

型の登校と学校に在校している子どもの数を半分にする期間が６

月末までということで想定をしているということで確認しており

ます。 

昼食の再開は、同じ１５日ぐらいを目安にということで、小学

校も中学校も１５日の週から給食を再開するという状況だという

ふうに伺っております。伊勢原につきましても同じように２週間

程度、私どもと似ているんですが、分散型で教室にいる子どもの

数を半分にするような対応を基本にして３週目ぐらいから給食を

食べていくような、お弁当を持ってきてもらうような形で再開を

していくというふうに現状確認しています。 

以上です。 

飯田委員 ありがとうございました。 

内田教育長 そんなに大幅に差はないんですが、平塚の場合には８月の休み

が何日まででしたっけ。 

 教育指導課長 平塚は夏休みは２週間、８月のお盆休みを挟んで２週間程度と

いうふうに考えているということは伺っております。伊勢原につ

きましては、７月末まで授業は私たちと一緒ですが、８月の１日

からお休みに入って２３日までお休みで、最後の１週間は授業を

するという形を伊勢原は検討してるということです。 

以上です。 

内田教育長 秦野の夏休みが長いんじゃないかという心配と懸念を言われた

んですが、さっき言ったような施設の緊急改修の問題もあって、

最終的にこうやってったところ、その間休みを取っても間に合う

という答えが出たので、他よりも約１週間ぐらい長いという形に

なるんですね。心配しますのは、施設改修の面で今回やろうとし

てるのが全部、国庫補助が入るもので、神奈川県からはなるべく

国の内定を受けたものは工事をやってくださいという話も受けて

るところなので、たまたま隣の平塚市は国庫補助でいただけると

いう内定を受けたものをやらないという結論を出しておられる。

ということは、来年その予算が付かないと市単で平塚はやるとい

う話なのかな、どうなのかなという。ちょっと秦野とは財政規模

が違いますから、できるのかなというようなことを思ってますが、

秦野は市長とも協議をして、国の内定が出て、いただけるものは
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今年度きちんと貰おうと、工事をやろうということで結論を出し

てます。 

教育部長 今、教育長がおっしゃられた方針ですが、秦野市としての方針、

いろんな意見等で、年間の中で授業日数を確保していくという基

本的なスタンスを持ってますので、やはり今、マスクをしてここ

に上がって来られた時に、かなり酷暑の中でマスクして登校下校

をするというのは、教育委員会会議でも高橋委員からも話をいた

だきましたが、そこの部分はやっぱり、子ども目線で考えていく

というような考え方だと思ってます。基本的には工事も教育長が

おっしゃられたとおりで、授業日数の確保については年間を通じ

て。ですから、平塚、伊勢原に関しては冬休み行わないというこ

とになっていますが、我々は冬休み行いますし、場合によっては、

土曜、祝日、学校長の判断で授業を実施する場合もある。その場

合に、教育課程の編成権は学校長にございますので、そこを大事

にしていきたいというような考え方をしています。 

以上です。 

飯田委員 市町村で授業日数が、あんまり違ってしまうと受験生を抱えて

る保護者なんかは、その辺がちょっと心配になってくるんじゃな

いかななんて、ちょっと思ったりしています。 

 教育部長 中学校の校長会長さんとお話しした時、そこの部分は非常に大

事な話で、小６、中３、特に中３に関しては、工事を行ってる学

校も含めて、夏休み中に個別の補習をやりたいという声も出てお

ります。その際に、工事があってなかなかできない場合には、代

替的なことも考えていかなきゃいけないなというふうに思ってお

りますので、その中で差が出ないようにしっかりと対応してまい

りたいと思ってます。 

飯田委員 ありがとうございます。 

内田教育長 来年の２月の１５日でしたか、県立高校の試験が決定をしてる

そうです。ですから、少なくとも県立高校の受験の試験の内容に

ついて、範囲をどこまでにするのかということは、県の方で今、

検討されてるというふうに聞いてます。ですから、それによって、

そこを間に合わせるという、この範囲内ですよという、そこまで

は試験の前に各学校で該当する年代の子どもたちの授業の関係を

終了してるとこういうようなことを考えています。不安になって

る方ももちろんおられると思います。だから、両方だと思ってる

んですけど、学習の部分の不安と、それから学校に行くことの感

染の不安と、それぞれあると思うんですね。ですから、両方の意

見が出てくるんではないのかなと。それにきちっと対応できるよ



 15 

うに、教育委員会の方で基本的な考え方を各学校に示してやって

くださいと。それで、各学校長がきちんと保護者の皆さんに対応

できるようにしましょうと、こういうふうには言ってあります。 

高橋委員 今、学習の確保ということで、資料No.２の１番下のところで、

ＩＣＴを活用した個別最適化の学習活動の推進等によりというふ

うに書いてあるんですが、具体的にどのようなことを考えてらっ

しゃるのか、わかる範囲で結構なので教えていただきたいと思い

ます。 

 教育部長 今回、学校教育の方が主となって、６月に補正をお願いしてい

ます。他市町に先駆けて、１人１台の端末の整備に向けた準備が

比較的早く進められているのかなというふうに思っています。そ

の一方で非常に莫大な予算を確保していただいて、それをきちっ

と活用していくということが、すごく大事だと思います。オンラ

インの授業については、この休業期間ももう終わりになりますの

で、ここでおそらく各市町共に一旦歩みが止まる部分が大きいと

思うんですが、秦野市としては、先程、教育長が言われたとおり

第２波、第３波も踏まえますと、このオンラインの授業について

は、歩みを止めてはいけないというような考えだと思っています。

その中で急遽、実証実験校として東中学校と渋沢小学校に実証実

験をお願いしてまして、東中学校では持ち帰りも含めた１人１台

のオンライン授業について研究を進めています。こういった取組

を歩みを止めずに進めていくことによって、端末の整備が早く完

成すれば、それですぐに活用に繋げることができる。それが先程、

教育長がおっしゃられた冬のインフルエンザですとか、今後、不

測の事態に秦野市としていち早く対応してくような環境整備を進

めていく。まずそういった考え方でございます。 

以上です。 

内田教育長 よろしいでしょうか。いずれにしても、端末を国がこういう形

で１年間でやってしまうということを言ってますから、それはも

う既に予算化してありますから、早く対応していくのが１つなん

ですね。ただ、基盤の部分は工事が必要なんで、並行して様々な

ものを学校の中でやってかなくちゃいけないと、こういうことが

生じます。 

牛田委員 このコロナ禍における学習指導要領の取扱い方、教育課程の編

成の方針、そういったものに関係する何か文科省から新しい情報

は入ってこないのかなというようなことを思ってるんですね。こ

れは、本市も含めて他市の様子、県もそうなんですが、標準授業

時間数の確保というのは極めて困難だと思うんですね。これも私、
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一部報道で読んだんですが、先程、教育長もおっしゃっていまし

たけれども、履修できなかった積み残された学習については、年

度を跨いでも良いというような、そんなようなコメントを私も読

み聞きしました。ただ、それだけではやっぱり学校が不安じゃな

いのかなと思うんだよね。だから、この感染の拡大予防に努めつ

つ、この履修を子どもたちの履修計画といったらいいのかな、学

習指導計画と言ったらいいのかな。ということで、当然学習活動

にメリハリを付けたり、メリハリを付ける中で学習内容を定着さ

せていくためには、どうしたらいいのかという。そして今日、授

業日も決まりましたので、年間の授業日数も、今日これでカウン

トできると思うんですね。先程来言われてる第２波、第３波とか、

あるいは大雨、いわゆる自然災害、あるいはインフルエンザの流

行とか、そういうものを想起しなければ、とりあえず授業日数は

年間を通じて、これで用意できたわけですね。そういう部分の中

で各学校がどういった形で、今後の今年度のコロナにおける教育

課程をどう編成したらいいか非常に難しい課題だと思うんです

ね。１番の情報は文科省から、その取扱い方について、もう少し。

ここでお話ししてもしょうがないんだけども、やっぱり何か文科

省から具体的な指針なり方針なりが示されることを期待したいな

と思っているんですが、今、何か新しい情報は入ってるんでしょ

うかね。 

教育指導課長 文部科学省から学校再開に向けてのガイドラインということで

出てきてはおりますけれども、具体的に数字として、このぐらい、

何割程度といったような数字について、現在は届いておりません

ので、学校の方には、こういった取組も可能ですといった例示は

させていただいています。１つは総合的な学習が、これはコロナ

とは関係なく、これまでも休日に実施をしても良いというような

指針は示されていて、総合的な学習の４分の１程度までは、それ

に充てても構わないという指針になっておりますので、こちらに

ついては学校に再度お示しをしたところです。夏季休業が少した

っぷりある分、そこで学校の教育活動に位置付けられたプログラ

ムの中で、これを各自、調べるようにといった指示を出していた

だければ、その活動に掛かった時間は、学校での授業にカウント

していくことも可能になりますので、そういったことも対応でき

ると思っておりますし、避けるべき活動ということで、先程、申

し上げました大きな声で歌を歌うですとか、体育の活動で密着を

するような活動については避けるようにといった指示がございま

すので、そういう意味では、できない活動、家庭科の調理実習等
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もなるべく避けるようにという指示になっておりますので、安全

確保の点から避けた方が望ましいと思われる活動を少しずつ減ら

していき、積み上げ型の国語ですとか、数学、英語といったよう

な授業については、なるべく予定されていた時間数を確保するよ

うな形でプログラムを組んでいってほしいっていったことは、学

校と今、連携しながら進めさせていただいております。もうちょ

っと具体的な数字が文科から出ることを私も期待しております。 

以上です。 

牛田委員 ありがとうございました。 

内田教育長 学校の新しい生活様式というのが先週金曜日、５月２２日付で

今日貰ったんですが出てるんです。今、牛田委員が言われたよう

な、そういった中身の問題はまだ何も出てないんですね。いずれ

出るだろうと期待をしてますけども。 

どうでしょうか、他には。よろしいでしょうか。よろしいです

か。 

では、次がその他。要望書についての説明をお願いします。 

 教育指導課長 学校再開に向けての要望書ということで、子どもと教科書相模

の代表、古尾谷久美子氏から要望書が届いております。要望の内

容といたしましては６点ございます。 

１点目、休校解除後、子どもたちが今の学校生活に慣れること

を第１に、授業を詰め込むことなく主体的学習を取り入れ、楽し

める授業を展開してください。２点目、足りない授業数を数字的

に補充するのではなく、柔軟に対応してください。３点目、従来

の夏休み、冬休みにおける授業は最小限にしてください。４点目、

学校行事を見直し、教職員の負担を軽減してください。５点目、

子どもたちの１人ひとりの状況について個別に把握し、きめ細か

い対応をしてください。６点目、解除後の明確な見通しを早く子

どもたち、保護者にお知らせください。といったような内容にな

っております。 

以上です。 

内田教育長 要望書の説明が終わりました。 

どうでしょうか、御意見。要望で、回答するような形ではない

ので、一応、皆さんに御承知していただくという形でいいですね。

そういうことで。 

それでは、よろしいでしょうか。他に事務局ありますか。 

 事務局 ありません。 

内田教育長 それでは、以上で５月の臨時教育委員会会議を終了したいと思

います。ありがとうございました。 
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